
 

 

別表十（十）の記載の仕方 

 

１ 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額の損

金算入に関する明細書 

この明細書は、法第２条第29号の２ホ((((定義))))に掲

げる特定目的信託に係る受託法人（法第４条の７((((受

託法人等に関するこの法律の適用))))に規定する受託法

人をいいます。以下同じです。）が措置法第68条の３

の２第１項((((特定目的信託に係る受託法人の課税の特

例))))の規定の適用を受ける場合に記載します。 

 

２ 特定投資信託に係る受託法人の収益の分配の額の損金

算入に関する明細書 

この明細書は、措置法第68条の３の３第１項((((特定投

資信託に係る受託法人の課税の特例))))に規定する特定投

資信託に係る受託法人が同項の規定の適用を受ける場合

に記載します。 

 

 


